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朝日講座２０１４「国際社会における共生法の法」（2015.2.2）資料 

国際連合憲章（1945 年） 

第１章 目的及び原則 

第１条〔目的〕 国際連合の目的は、次の通りである。 

１ 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その

他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際

的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現するこ

と。 

２ 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和

を強化するために他の適当な措置をとること。 

３ 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、

言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励するこ

とについて、国際協力を達成すること。 

４ これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。 

第２条〔原則〕 この機構及びその加盟国は、第１条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従

って行動しなければならない。 

１ この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。 

２ すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この

憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。 

３ すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくし

ないように解決しなければならない。 

４ すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保

全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎

まなければならない。 

５ すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる

援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供

与を慎まなければならない。 

６ この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に

従って行動することを確保しなければならない。 

７ この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際

連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するも

のでもない。但し、この原則は、第７条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。 

第５章 安全保障理事会 
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第２７条〔表決手続〕 １ 安全保障理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。 

２ 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、９理事国の賛成投票によって行われる。 

３ その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む９理事国の

賛成投票によって行われる。但し、第６章及び第５２条３に基く決定については、紛争当事国は、投票を

棄権しなければならない。 

第７章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 

第３９条〔安全保障理事会の一般的権能〕 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略

行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第４１

条及び第４２条に従っていかなる措置をとるかを決定する。 

第４１条〔非軍事的措置〕 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないい

かなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要

請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸

通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。 

第４２条〔軍事的措置〕 

安全保障理事会は、第４１条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認

めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができ

る。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができ

る。 

第４３条〔特別協定〕 １ 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、

安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に

必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が

含まれる。 

２ 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び

援助の性質を規定する。 

３ 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保

障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなけ

ればならない。 

第５１条〔自衛権〕 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合に

は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の

固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に

報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のた

めに必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼす

ものではない。 

 

日本国憲法（1946年） 
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前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に

よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣

言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に

由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の

原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び

詔勅を排除する。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、

平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名

誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち

に生存する権利を有することを確認する。 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道

徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立た

うとする各国の責務であると信ずる。 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に

よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認め

ない。 

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい

ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

 

国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について（閣議決定 2014年 7月

1日）＜http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf＞ 

３ 憲法第９条の下で許容される自衛の措置   

（１）我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らし

を守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあること

から、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求

められる。したがって、従来の政府見解における憲法第９条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と

平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。 

（２）憲法第９条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見え

るが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第 13 条が「生命、自由及び幸福追求に対

する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第９

条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁
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じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、

自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守

るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行

使」は許容される。これが、憲法第９条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政

府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和 47 年 10 月 14 日に参議院決算

委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところであ

る。 

この基本的な論理は、憲法第９条の下では今後とも維持されなければならない。 

（３）これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力

攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技

術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容

し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目

的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。 

我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすと

ともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠

内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、それでもなお我が国の存立を全

うし、国民を守るために万全を期す必要がある。 

こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻

撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我

が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要

最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲

法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。 

（４）我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と

憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団

的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契

機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、

我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。 

（５）また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るための

ものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、我が国ではなく他国

に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ず

るに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求める

ことを法案に明記することとする。 


